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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成26年12月4日(2014.12.4)

【公開番号】特開2014-106482(P2014-106482A)
【公開日】平成26年6月9日(2014.6.9)
【年通号数】公開・登録公報2014-030
【出願番号】特願2012-261450(P2012-261450)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｇ  15/16     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ  21/16     (2006.01)
   Ｂ６５Ｈ   5/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｇ  15/16    　　　　
   Ｇ０３Ｇ  15/00    ５５４　
   Ｂ６５Ｈ   5/02    　　　Ｔ

【手続補正書】
【提出日】平成26年10月17日(2014.10.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転移動する無端状のベルトと、
　前記ベルトを張架する第１の張架部材と、
　前記ベルトを張架する第２の張架部材と、
　前記第２の張架部材に対して前記第１の張架部材を傾けることで前記ベルトの寄りを調
整する寄り調整手段と、を有するベルト搬送装置において、
　前記寄り調整手段は、
　前記ベルトの移動方向と直交するベルト幅方向において前記第１の張架部材の一端側に
設けられ、前記第１の張架部材の前記一端側の端部の位置を変化させる第１の調整部材と
、前記ベルト幅方向において前記第１の張架部材の他端側に設けられ、前記第１の張架部
材の前記他端側の端部の位置を変化させる第２の調整部材と、を備え、前記ベルトが一方
向に寄った場合の前記第１の調整部材によって前記第１の張架部材の前記一端側の端部を
移動させる方向は、前記第２の調整部材によって前記第１の張架部材の前記他端側の端部
を移動させる方向と異なる方向であることを特徴とするベルト搬送装置。
【請求項２】
　前記第２の調整部材は、前記第１の調整部材に移動に応じて動くことを特徴とする請求
項１に記載のベルト搬送装置。
【請求項３】
　前記第１の調整部材及び第２の調整部材は、それぞれがカム曲面を備え、前記第１の張
架部材の軸に対して回転可能であることを特徴とする請求項２に記載のベルト搬送装置。
【請求項４】
　前記寄り調整手段は、前記第１の調整部材又は前記第２の調整部材のどちらか一方が、
前記ベルトに従動して前記ベルトの移動方向に回転すると、前記第１の調整部材又は前記
第２の調整部材のどちらか他方を逆方向に回転させる連動手段を備えることを特徴とする
請求項３に記載のベルト搬送装置。
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【請求項５】
　前記連動手段は、前記第１の調整部材と前記第２の調整部材を連結することを特徴とす
る請求項４に記載のベルト搬送装置。
【請求項６】
　前記連動手段は、前記ベルト幅方向における実質的な中央領域に設けられた揺動軸を中
心に揺動可能なであることを特徴とする請求項５に記載のベルト搬送装置。
【請求項７】
　前記第１、第２の調整部材は、それそれ、前記連動手段と係合する係合部を備え、前記
係合部は、前記ベルトの内周面側に配置されることを特徴とする請求項５又は６に記載の
ベルト搬送装置。
【請求項８】
　前記ベルトは、前記一端側に寄った際に、前記一端側のベルト端部で前記第１の調整部
材に接触することを特徴とする請求項１から請求項７のいずれか一項に記載のベルト搬送
装置。
【請求項９】
　前記ベルトは内周面において前記ベルト幅方向の両側にリブを備え、前記ベルトは、前
記一端側に寄った際に、前記ベルト幅方向における前記他端側の前記リブで前記第２の調
整部材に接触することを特徴とする請求項１から請求項７のいずれか一項に記載のベルト
搬送装置。
【請求項１０】
　前記第１の張架部材は、付勢手段によって付勢されることにより前記ベルトにテンショ
ンを与えるテンションローラであり、
　前記テンションローラの軸と、前記第１、又は第２の調整部材をそれぞれが保持する軸
受支持部材を有し、
　前記軸受支持部材は、支点を中心に回転可能であることを特徴とする請求項１から請求
項９のいずれか一項に記載のベルト搬送装置。
【請求項１１】
　前記軸受支持部材の前記支点は、前記テンションローラに対する前記ベルトの巻付き角
の二等分線より下方に配置されることを特徴とする請求項１０に記載のベルト搬送装置。
【請求項１２】
　前記第１の調整部材の前記カム曲面と摺擦する第１の摺擦面と、前記第２の調整部材の
前記カム曲面と摺擦する第２の摺擦面と、を有し、前記第１の摺擦面と前記第２の摺擦面
は、同じ高さの位置に設けられていることを特徴とする請求項３から請求項７のいずれか
一項に記載のベルト搬送装置。
【請求項１３】
　それぞれが異なる色のトナー像を担持する複数の像担持体と、
　回転移動する無端状であって、前記複数の像担持体から転写材へトナー像を転写するた
めのベルトと前記ベルトを張架する第１の張架部材と、
　前記ベルトを張架する第２の張架部材と、
　前記第２の張架部材に対して前記第１の張架部材を傾けることで前記ベルトの寄りを調
整する寄り調整手段と、を有する画像形成装置において、
　前記寄り調整手段は、
　前記ベルトの移動方向と直交するベルト幅方向において前記第１の張架部材の一端側に
設けられ、前記第１の張架部材の前記一端側の端部の位置を変化させる第１の調整部材と
、前記ベルト幅方向において前記第１の張架部材の他端側に設けられ、前記第１の張架部
材の前記他端側の端部の位置を変化させる第２の調整部材と、を備え、前記ベルトが一方
向に寄った場合の前記第１の調整部材によって前記第１の張架部材の前記一端側の端部を
移動させる方向は、前記第２の調整部材によって前記第１の張架部材の前記他端側の端部
を移動させる方向と異なる方向であることを特徴とする画像形成装置。
【請求項１４】
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　前記第２の調整部材は、前記第１の調整部材に移動に応じて動くことを特徴とする請求
項１３に記載の画像形成装置。
【請求項１５】
　前記第１の調整部材及び第２の調整部材は、それぞれがカム曲面を備え、前記第１の張
架部材の軸に対して回転可能であることを特徴とする請求項１４に記載の画像形成装置。
【請求項１６】
　前記寄り調整手段は、前記第１の調整部材又は前記第２の調整部材のどちらか一方が、
前記ベルトに従動して前記ベルトの移動方向に回転すると、前記第１の調整部材又は前記
第２の調整部材のどちらか他方を逆方向に回転させる連動手段を備えることを特徴とする
請求項１５に記載の画像形成装置。
【請求項１７】
　前記連動手段は、前記第１の調整部材と前記第２の調整部材を連結することを特徴とす
る請求項１６に記載の画像形成装置。
【請求項１８】
　前記連動手段は、前記ベルト幅方向における実質的な中央領域に設けられた揺動軸を中
心に揺動可能なであることを特徴とする請求項１７に記載の画像形成装置。
【請求項１９】
　前記第１、第２の調整部材は、それそれ、前記連動手段と係合する係合部を備え、前記
係合部は、前記ベルトの内周面側に配置されることを特徴とする請求項１７又は１８に記
載の画像形成装置。
【請求項２０】
　前記ベルトは、前記一端側に寄った際に、前記一端側のベルト端部で前記第１の調整部
材に接触することを特徴とする請求項１３から請求項１９のいずれか一項に記載の画像形
成装置。
【請求項２１】
　前記ベルトは内周面において前記ベルト幅方向の両側にリブを備え、前記ベルトは、前
記一端側に寄った際に、前記ベルト幅方向における前記他端側の前記リブで前記第２の調
整部材に接触することを特徴とする請求項１３から請求項１９のいずれか一項に記載の画
像形成装置。
【請求項２２】
　前記第１の張架部材は、付勢手段によって付勢されることにより前記ベルトにテンショ
ンを与えるテンションローラであり、
　前記テンションローラの軸と、前記第１、又は第２の調整部材をそれぞれが保持する軸
受支持部材を有し、
　前記軸受支持部材は、支点を中心に回転可能であることを特徴とする請求項１３から請
求項２１のいずれか一項に記載の画像形成装置。
【請求項２３】
　前記軸受支持部材の前記支点は、前記テンションローラに対する前記ベルトの巻付き角
の二等分線より下方に配置されることを特徴とする請求項２２に記載の画像形成装置。
【請求項２４】
　前記第１の調整部材の前記カム曲面と摺擦する第１の摺擦面と、前記第２の調整部材の
前記カム曲面と摺擦する第２の摺擦面と、を有し、前記第１の摺擦面と前記第２の摺擦面
は、同じ高さの位置に設けられていることを特徴とする請求項１５から請求項１９のいず
れか一項に記載の画像形成装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
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　前述の課題を解決するために、本発明は、回転移動する無端状のベルトと、前記ベルト
を張架する第１の張架部材と、前記ベルトを張架する第２の張架部材と、前記第２の張架
部材に対して前記第１の張架部材を傾けることで前記ベルトの寄りを調整する寄り調整手
段と、を有するベルト搬送装置において、前記寄り調整手段は、前記ベルトの移動方向と
直交するベルト幅方向において前記第１の張架部材の一端側に設けられ、前記第１の張架
部材の前記一端側の端部の位置を変化させる第１の調整部材と、前記ベルト幅方向におい
て前記第１の張架部材の他端側に設けられ、前記第１の張架部材の前記他端側の端部の位
置を変化させる第２の調整部材と、を備え、前記ベルトが一方向に寄った場合の前記第１
の調整部材によって前記第１の張架部材の前記一端側の端部を移動させる方向は、前記第
２の調整部材によって前記第１の張架部材の前記他端側の端部を移動させる方向と異なる
方向であることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　また、本発明の他の構成は、それぞれが異なる色のトナー像を担持する複数の像担持体
と、回転移動する無端状であって、前記複数の像担持体から転写材へトナー像を転写する
ためのベルトと前記ベルトを張架する第１の張架部材と、前記ベルトを張架する第２の張
架部材と、前記第２の張架部材に対して前記第１の張架部材を傾けることで前記ベルトの
寄りを調整する寄り調整手段と、を有する画像形成装置において、前記寄り調整手段は、
　前記ベルトの移動方向と直交するベルト幅方向において前記第１の張架部材の一端側に
設けられ、前記第１の張架部材の前記一端側の端部の位置を変化させる第１の調整部材と
、前記ベルト幅方向において前記第１の張架部材の他端側に設けられ、前記第１の張架部
材の前記他端側の端部の位置を変化させる第２の調整部材と、を備え、前記ベルトが一方
向に寄った場合の前記第１の調整部材によって前記第１の張架部材の前記一端側の端部を
移動させる方向は、前記第２の調整部材によって前記第１の張架部材の前記他端側の端部
を移動させる方向と異なる方向であることを特徴とする。
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